
＜様式＞ 個人情報ファイル簿 ※個人情報の保護に関する法律を「法」とする。

個人情報ファイルの名称 感染症審査協議会（その他）

行政機関等の名称 高知県知事

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

高知県健康政策部幡多福祉保健所

個人情報ファイルの利用目的 感染症患者対応及び感染拡大防止

記録項目

1氏名、2入院勧告日、3入院延長期間、4入院医療機

関、5答申、6医療費公費負担決定、7公費負担決定通

知書、8公費負担申請書

記録範囲 感染症患者（結核を除く。）

記録情報の収集方法 感染症患者（結核を除く。）、入院医療機関

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名 称）

高知県総務部法務文書課

（所在地）

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内１丁目２番20号

（名 称）

高知県健康政策部幡多福祉保健所

（所在地）
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

－



個人情報ファイルの種別

■法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファ

イル）
政令第21条第7項に該当す

るファイル

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

－

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

実施なし

行政機関等匿名加工情報の概
要

実施なし

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

実施なし

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

実施なし

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

含まない

備 考



＜様式＞ 個人情報ファイル簿 ※個人情報の保護に関する法律を「法」とする。

個人情報ファイルの名称 （新型コロナウイルス感染症）行政依頼検査

行政機関等の名称 高知県知事

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

高知県健康政策部幡多福祉保健所

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナウイルス感染症対応

記録項目

1氏名、2生年月日、3性別、4住所、5連絡先、6症状、

7新型コロナウイルス感染症を疑う理由、8検査情報、

9ワクチン接種歴、10過去2週間で接する機会のあっ

た方の情報、11既往歴、12医療機関名・医療機関住

所及び連絡先・医師氏名、13検体採取日・検体の種

類・検体採取場所、14検査日、15検査結果、16変異

株検査結果

記録範囲 新型コロナウイルス感染症を疑う者

記録情報の収集方法
新型コロナウイルス感染症を疑う者、医療機関、衛

生環境研究所

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名 称）

高知県総務部法務文書課

（所在地）

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内１丁目２番20号

（名 称）

高知県健康政策部幡多福祉保健所

（所在地）
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

－

個人情報ファイルの種別

■法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファ

イル）
政令第21条第7項に該当す

るファイル

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

－

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

実施なし

行政機関等匿名加工情報の概
要

実施なし

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

実施なし

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

実施なし

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

含まない

備 考



＜様式＞ 個人情報ファイル簿 ※個人情報の保護に関する法律を「法」とする。

個人情報ファイルの名称 （新型コロナウイルス感染症）発生届

行政機関等の名称 高知県知事

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

高知県健康政策部幡多福祉保健所

個人情報ファイルの利用目的 感染症患者対応及び感染拡大防止

記録項目

1届出医師氏名、2届出医療機関名、3医療機関所在地

及び電話番号、4診断した者の類型、5性別、6生年月

日、7患者所在地及び電話番号、8診断日・検体採取

日・発病年月日、9ワクチン接種歴、10重症化リスク

因子、11治療薬の投与又は酸素投与の必要性、12発

症届出時点の重症度

記録範囲 新型コロナウイルス感染症患者

記録情報の収集方法 医療機関

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名 称）

高知県総務部法務文書課

（所在地）

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内１丁目２番20号

（名 称）

高知県健康政策部幡多福祉保健所

（所在地）
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

－



個人情報ファイルの種別

■法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファ

イル）
政令第21条第7項に該当す

るファイル

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

－

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

実施なし

行政機関等匿名加工情報の概
要

実施なし

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

実施なし

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

実施なし

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

含まない

備 考



＜様式＞ 個人情報ファイル簿 ※個人情報の保護に関する法律を「法」とする。

個人情報ファイルの名称 （新型コロナウイルス感染症）患者カルテ

行政機関等の名称 高知県知事

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

高知県健康政策部幡多福祉保健所

個人情報ファイルの利用目的 感染症患者対応及び感染拡大防止

記録項目

1届出医師氏名、2届出医療機関名、3医療機関所在地

及び電話番号 4診断した者の類型、5性別、6生年月

日、7患者所在地及び電話番号、8診断日・検体採取

日・発病年月日、9ワクチン接種歴、10重症化リスク

因子、11治療薬の投与又は酸素投与の必要性、12発

症届出時点の重症度 13勤務先/学校名、14かかりつ

け医、15接触歴 16療養開始日及び終了日、17療養

先、18健康観察票

記録範囲 新型コロナウイルス感染症患者、家族

記録情報の収集方法 新型コロナウイルス感染症患者又は家族、医療機関

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名 称）

高知県総務部法務文書課

（所在地）

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内１丁目２番20号

（名 称）

高知県健康政策部幡多福祉保健所

（所在地）
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

－

個人情報ファイルの種別

■法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファ

イル）
政令第21条第7項に該当す

るファイル

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

－

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

実施なし

行政機関等匿名加工情報の概
要

実施なし

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

実施なし

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

実施なし

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

含まない

備 考



＜様式＞ 個人情報ファイル簿 ※個人情報の保護に関する法律を「法」とする。

個人情報ファイルの名称 （新型コロナウイルス感染症）集団発生事例

行政機関等の名称 高知県知事

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

高知県健康政策部幡多福祉保健所

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナウイルス感染症対応

記録項目

〈健康観察票〉

1患者氏名、2健康観察期間、3期間中の病状

〈新型コロナウイルス感染症発症届〉

1医師の氏名、医療機関名及び住所・連絡先、2診断

した者の類型、3患者氏名、4性別、5生年月日、6住

所及び連絡先、7診断年月日・検体採取日・発病年月

日、8ワクチン接種歴、9重症化リスク、10治療薬の

投与又は酸素投与の必要性、11発症届出時点の重症

度

記録範囲 新型コロナウイルス感染症患者

記録情報の収集方法 入所（利用）施設又は入院医療機関

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名 称）

高知県総務部法務文書課

（所在地）

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内１丁目２番20号

（名 称）

高知県健康政策部幡多福祉保健所

（所在地）
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

－

個人情報ファイルの種別

■法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファ

イル）
政令第21条第7項に該当す

るファイル

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

－

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

実施なし

行政機関等匿名加工情報の概
要

実施なし

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

実施なし

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

実施なし

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

含まない

備 考



＜様式＞ 個人情報ファイル簿 ※個人情報の保護に関する法律を「法」とする。

個人情報ファイルの名称 （新型コロナウイルス感染症患者）名簿

行政機関等の名称 高知県知事

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

高知県健康政策部幡多福祉保健所

個人情報ファイルの利用目的
新型コロナウイルス感染症患者への療養支援と通知

文書発送など事務処理の迅速化

記録項目

1届け出日、2患者氏名、3発症日、4検体採取日、5判

明日、6終了予定日、7療養先、8終了予定日、9転院

日、10転院先、11終了日、12支援物資の要否、13パ

ルスオキシメーターの要否

記録範囲 新型コロナウイルス感染症患者

記録情報の収集方法 医療機関からの届け出、患者からの聞き取り

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

（名 称）

高知県総務部法務文書課

（所在地）

〒780-8570 高知県高知市丸ノ内１丁目２番20号

（名 称）

高知県健康政策部幡多福祉保健所

（所在地）
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訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

－



個人情報ファイルの種別

■法第60条第2項第１号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号

（マニュアル処理ファ

イル）
政令第21条第7項に該当す

るファイル

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

－

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

実施なし

行政機関等匿名加工情報の概
要

実施なし

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

実施なし

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

実施なし

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

含まない

備 考


